


いるものとして本省電安課長により風技省令への適合性が確認されたもの 

 

２．新エネルギー発電設備安全審査専門家会議の設置 

１．の風技省令への適合性の確認に係る本省電安課長の諮問先として、新エネルギー発電設 

備安全審査専門家会議（材料）を本省電安課に設置する。 

 

附  則 

この文書は令和５年３月２０日から施行する。 
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